
 

  

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

  

 

                

        

 
インフルエンザ予防接種の有効性は世界的に認められており、日本においても発病防止や 

特に重症化防止に有効であることが確認されています。 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｈ 
25 

※会社で集団接種をする場合、各会社担当課の指示に従ってください。 

 

①各自、期間内に医療機関においてワクチン接種を受け、医療機関発行の領収証 

を受領する。※「氏名」・「インフルエンザ予防接種」と記載されていることを必ず確認する。 

②平成 25年度保健事業のご案内  「インフルエンザ予防接種補助金請求書 

（コピー不可）を切り取り、領収証を添付して、ワクチン接種月の月末までに 

各会社の健保担当課へ提出してください。 

申５ 

１０月１日～１２月３１日に予防接種を受けた『被保険者』 
※ご家族は対象外です。 

 

 
 １，５００円 （費用が１，５００円に満たない場合は実費を支給します。） 

※１人１回に限ります。 

 

 

 

 

 

 

40 歳以上の被扶養者の方が無料で受けられる特定健康診査

の受診期限は 10月末日までです。 

（市区町村によっては集団健診が終了している場合があります。） 

 対象のご家族がいらっしゃる方は受診が済んでいるか 

今一度ご確認いただきますようお願いいたします。      

 

小田急グループ健康保険組合 
新宿区西新宿 1-5-1 

（平成 25年 9月 1日の事務所移転により、 

健康保険被保険者証の健康保険組合所在地が変更になりました。） 

 ホームページアドレス  http://www.ogkenpo.com  

     インフルエンザ注意報発令中 
      ホームページを是非ご覧ください！ 

  


